
  　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、労働安全衛生規則の一部が改正され、大径木伐木(安衛則第36条第8号)と小径木伐木(安衛則
　第36条第8号の2)の特別教育が統合され、また、造材の方法や下肢の切創防止用保護衣等の着用に
　関する範囲が追加されました。
　(労働安全衛生規制の改正：2020年8月1日施行)
　　つきましては、特別教育を下記の通り開催致しますので、この機会に受講され資格を
　取得されます様、ご案内申し上げます。

１． 日 時 ： 2026年7月27日（月）

　受付 8：15～ 講習 8：30～

２． 会 場 ： 協同組合 益田卸センター　2階大会議室

　　　※駐車場が限られております。卸センター様横駐車場　20番～23番　26番～29番

　　　　 ニシムラ装飾様横駐車場　63番～74番　47番～51番　に駐車をお願い致します。

３． 受 講 料 ： ￥10,000－ （テキスト、消費税を含む）

４． 受講資格 ： 満18才以上の方 （男女とも受講可能）

５． 申込期日 ： 2026年7月15日（水）

６． 持 参 品 ： 受講料、筆記用具、写真１枚（縦３ｃｍ×横２.４ｃｍ）
※昼食は各自でご用意願います。(外食可能)

７． 申込方法 ： 下記宛に特別教育仮申込書を、郵送又はＦＡＸにより送付願います

８． 定　　　員 ： 25名(定員になり次第、お断りさせていただく場合があります）

９． 実　　　技 ： 本講習の実技は各事業所内で実施して頂き、その証明として
後日「実技修了証明書」を提出して頂くものとします。

10． そ　の　他 ： 受講希望者が一定人数以下の場合は、中止とさせていただく場合があります。

〒699-3676
益田市遠田町2680 ＴＥＬ．（0856）27-0123
（株） 原   商   益田支店 ＦＡＸ．（0856）27-0122

担当　松井

㈱原商 益田支店 行 締切：１月１２日受付分まで
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キ    リ    ト    リ    線
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記

　　益田市高津8丁目8番4号　　TEL:0856-22-4815

【申込先】

2026年6月吉日

株式会社 原商

安全衛生管理委員会
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